
１．職員の任免及び職員数に関する状況

 (1) 職員の採用及び退職の状況

人 人 人

 (2) 部門別職員数 （各年４月１日現在）

＊職員数は一般職に属する職員数であり、[   ]内は、条例定数の合計である。

２．職員の給与の状況

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 ％ ％

＊人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含む。

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

人 千円 千円 千円 千円 千円

＊職員手当には退職手当を含まない。
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　人事行政の公平性と透明性を確保するため、「筑北村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、
令和２年度の職員数や給与、勤務条件などの状況を公表します。

令和２年度退職者数
令 和 2 年 度 中 採 用 者数 及び
令 和 3 年 4 月 1 日 採 用 者 数

1

2

農 林 水 産 7

2

衛 生

民 生

10

24 22
社会福祉業務の充実（福祉施設への再任用配置と専門職
職員(社会福祉士）新規採用）

1

給与費 B/A

5,186

人 件 費 Ｂ 人件費率Ｂ／Ａ

836,227

一人当たり

15.11

期末・勤勉手当

108,140

平成31年度の人件費率

（参考）

14.79

年度
住民基本台帳人口
（令和3年1月1日）

実 質 収 支歳 出 額 Ａ

4,328 5,533,421
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 (3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

＊括弧内は、参考値。　（参考値・・・国家公務員の時限的（2年間）な給与改定特例法による措置が無いとした場合の値である。）

 (4) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和2年4月1日現在）

　　　　① 一般行政職

歳 円 円

歳 円 円

　＊一般行政職とは、税務職員、保健師、技能労務職員、医療職などを除いた職員

　　　　② 技能労務職

歳 円 円

歳 円 円

（5) 職員の初任給の状況（令和2年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

＊括弧内は、減額前　　（減額前・・・国家公務員の時限的（2年間）な給与改定特例法による措置前の額）

（6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和2年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（7) 一般行政職の級別職員数の状況（令和2年4月1日現在）

人

人

人

人

人

人

＊村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数であり、標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
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＊

9.8%

315,97544.1

5

271,900

区　　分 平均年齢 平均給料月額
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（8) 職員の手当の状況（令和2年4月1日現在）

① 期末・勤勉手当

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

② 退職手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

③ その他の手当

医療業務手当(月額1,000円～)、防疫等作業手当(１日につき500円)、行旅死病人等取扱手当(１件につき1,500円)

時間外の勤務1時間につき、給料月額を基本とした時間単価の125％～160％

国筑 北 村

特 殊 勤 務 手 当

1日6,620円以内

＊交通機関利用者　　通勤に要する運賃相当額　（限度額　55,000円）
＊交通用具利用者　　 2ｋｍ～ 5ｋｍ　 2,000円　　5ｋｍ～10ｋｍ　4,200円　　10ｋｍ～15ｋｍ　7,100円　　15
ｋｍ～20ｋｍ　10,000円　　20ｋｍ～25ｋｍ　 12,900円　　25ｋｍ～30ｋｍ　 15,800円　　30ｋｍ～35ｋｍ　 
18,700円　　 35ｋｍ～40ｋｍ　 21,600円　　45ｋｍ～50ｋｍ　24,400円　　50ｋｍ～55Ｋｍ　26,200円　　55Ｋ
ｍ～60Ｋｍ　29,800円　　　60Ｋｍ～　31,600円

＊借家
　　家賃27,000円以下の場合
　　　　支払家賃－16,000円
　　家賃27,000円超の場合
　　　（支払家賃－27,000円）
　　　　　　　　×1/2+11,000円
最高限度額　28,000円

扶養親族のある職員に支給
＊子　　 10,000円
＊子以外　6,500円
（満15歳に達する日後の年度初めから満22歳の年度末までの扶養親族については5,000円を加算）

管理職が臨時又は緊急等の必要により祝日等に勤務した場合1回につき8,000円

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　

住 居 手 当

勤続３５年

28.039533.27075勤続２５年 勤続２５年

扶 養 手 当

勤続３５年

寒 冷 地 手 当

祝日及び年末年始に勤務を命じられた場合、1時間単価の額に135/100を乗じて得た額を勤務した時間数に応じて支給休 日 勤 務 手 当

災 害 派 遣 手 当

正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務した場合、1時間単価の額に25/100を乗じて得た額を勤務
した時間数に応じて支給

一回4,400円

管 理 職 手 当

宿 日 直 手 当

最高限度額

その他の加算措置

最高限度額

その他の加算措置

47.709

時 間 外 勤 務 手 当

2.55

勤続２０年 勤続２０年

　・管理職加算　 なし

　・役職加算　　　5～15％

2.55

　・役職加算　　　5～20％

　・管理職加算　 15～25％

自己都合

　・役職加算　　　5～20％

24.586875

自己都合 勧奨・定年

1.90 1.902.55 1.90

勧奨・定年

長 野 県

47.709

　・管理職加算　 10～25％

筑 北 村

19.6695

手　当　名

定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）

内 容 及 び 支 給 単 価

定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）

47.70939.7575

通 勤 手 当

管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当

課長職（6級）　　24,700円　　課長職（5級）　　23,200円　　課長職（4級）　　18,300円

次の区分により11月から3月まで支給
　＊世帯主　月17,800円　＊準世帯主　月10,200円　＊その他  月  7,360円

夜 間 勤 務 手 当

28.0395 33.27075

47.709

47.709

24.586875 19.6695

39.7575

47.709

国
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④ 特別職の報酬（令和2年4月1日現在）

円

円

円

円

円

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（1) 職員の勤務時間

（2) 職員の年次休暇の取得状況（令和2年1月1日～令和2年12月31日）

日

（3) 職員の育児休業の取得状況

人 人 人

人 人 人

４．職員の分限及び懲戒処分の状況（令和2年度）

＊懲戒処分

５．職員の服務の状況

件

件

件

６．職員の研修及び勤務成績の評定の状況

① 職員研修の状況（令和2年度）

回 人 日

回 人 日

回 人 日

回 人 日

回 人 日

人

回 人 日

休 憩 時 間

減 給

2

総計

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員などの地位を兼ねるもの

8時30分から17時15分まで

降 級

人

人

0 人

0 人

10.2

0

戒 告

1

自ら営利を目的とする私企業を営むもの

報酬を得て事業若しくは事務に従事するもの（各種調査員など）

13

研修日数(延べ)

一人あたりの取得日数

10

0

休 職

1

男性

　職員の義務違反に対する道義的責任を問うための処分で、公務にお
ける規律と秩序の維持を目的とする。

0

許可件数

0

人

区 分

市 町 村 職 員 研 修 セ ン タ ー 主 催

停 職

前年度からの継続取得者

分 限 処 分

人

免 職

令和2年度新規取得者 1

松 本 広 域 連 合 主 催

村 主 催

合 計

回 数

0

12

0

2

12

自 治 大 学 主 催 0

市 町 村 ア カ デ ミ ー 主 催 0

33

0

0

47

長 野 県 派 遣 1

10

0

2

研修修了者(延べ)

4

0

区分

懲 戒 処 分

女性

12 時 か ら 13 時 ま で

164,000

259,000報

酬

3.30月分

3.30月分

区　　　分

議 長

議 員

0

内 容

0 1

人

0 人

合計

＊分限処分
　職員が心身の故障等により、その職責を十分に果たすことができな
い場合に行われる処分で、公務能率の維持を目的とする。

0

降 任

免 職

給
料

副 議 長

給 料 月 額 等

勤 務 時 間

期 末 手 当

村 長

副 村 長

人

0

672,000

557,000

184,000

0 0
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② 職員の人事評価の状況（令和2年度）

年2回、全職員を対象に人事評価を行っています。

７．職員の福利及び利益の保護の状況

① 職員の健康診断の状況（令和2年度）

② 職員互助会の設置及び活動状況（令和2年度）

＊以下、互助会の事業内容です。

1

③ 公務災害の認定状況（令和2年度）

件

件

④ 不利益処分に関する不服申立ての状況（令和2年度）

件

件

区 分

勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求

不利益処分に関する不服申立て

件 数

0

0

公 務 災 害

通 勤 災 害

1

0

区 分

区 分 受 診 者 数

＊長野県市町村職員互助会は、職員の厚生制度を充実することで、公務能率の一層の向上と住民福祉の増進に資することを目的に設立
されています。

・体力向上事業を実施するとき（会員1名につき500円）

4 生活設計支援事業

63

＊特定検診（人間ドック等受診者含む）検診委託料（事業主健診分含む）586,699円

備 考

認 定 件 数

給料月額×2.3/1,000

3

2

事 業 内 容 等

・心身の悩みを相談したいとき（個別相談会の実施）

人

健康診断 80 人

・会員が死亡したとき遺族に対して退会したときに支給される額を給付する。

・退会したとき（支給単価（一般職 6,000円～10,000円（特別職17,000円）×会員期間））

・会員期間が一定年数に達したとき（リフレッシュ助成金　10年、20年、30年　各50,000円）

・病気やけがのとき（療養見舞金　1日1,000円（7日以上100日限度）

・結婚したとき（1件　30,000円）

公 費 負 担給 料 月 額 × 2.8/1,000+300 円

健康増進支援事業 ・一定年数勤続し、健康増進事業をしたとき（1回限り、一般職15年、特別職5年　20,000円（要件有））

次世代育成支援事業

本 人 掛 金

・第３子以上の子どもが生まれたとき（1件　50,000円）

・子どもが入学、卒業したとき（小学校入学、中学校卒業　1件　10,000円）

・子どもが生まれたとき（1件　30,000円）

事 業 名

生活安定支援事業

地方公務員法に基づく、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項を実施するため、長野県市町村職員互助会に加入し、各種事業を行っています。

＊人間ドック、脳ドック、婦人ガン検診、総合ガン検診に対し、10,000円を限度とて補助金交付　補
助金額725,262円

人間ドック等
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